
令和５年度集団指導（介護保険全般）

・コロナ対応事業所等への支援（介護サービス提供体制確保事業）

・業務継続計画（BCP）

・介護サービス事業者の経営調査

・電子申請・届出システム

・共生型サービスの推進
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通所系 短期入所系 入所系 訪問系 対象のかかり増し経費

①
利用者又は職員に感染者が発生した
（職員に感染者と接触があった者（感染者と同居し
ている場合に限る）が複数発生し、職員が不足した
場合も含む）

○ ○ ○ ○

②
感染者と接触があった者（感染症と同居
している場合に限る）に対応した × ○ ○ ○

③
新型コロナウィルスの流行に伴い通所
系事業所が居宅へ訪問しサービスを提
供した

○ × × ×

④
一定の要件のもと、自費で新型コロナ
ウィルスの検査をした × × ○ × ・自費検査費用

⑤
①及び自主的に休業した介護事業所等
の利用者の受け入れや応援職員の派
遣をした

○ ○ ○ ○
・自主休業した事業所の利用者を受け入れた場合に対
応するための職員の時間外手当等

 ・職員を応援・派遣するための賃金、手当等

⑥ 施設内療養を行った × ○
小多機、看多機

除く

○ × ・感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用

●本事業は、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な人材確保や職場環境の復旧・改善
を支援するものです。

事業の対象となる要件

【緊急時の介護人材の確保に係る費用】
・緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介
料、損害賠償保険の加入費用、帰宅困難職員の宿泊
費、一定の要件のもと実施された自主検査費用（介護
施設のみ）

【職場環境復旧・環境整備に係る費用】
○事業所・施設等の消毒、清掃費用（要件③は対象外）
○感染性廃棄物の処理費用（要件③は対象外）
○在庫の不足が見込まれる衛生用品の購入費用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（要件③は対象外）
○通所系サービスの代替サービス提供のための費用
・代替場所の確保（使用料）、ヘルパー同行指導への謝
金、代替場所や利用者宅への旅費、車や自転車のリー
ス費用、安否確認等のためのタブレットのリース費用
（通信費用は除く）

●本表は概要を示したものです。詳細は７月以降に群馬県ホームページでお知らせします。

（令和５年５月８日発生分以降の要件）
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共生型居宅（介護予防）サービスの指定申請について
（1）趣旨

平成30年度介護保険制度改正により、『共生型サービス』が創設されました。
共生型サービスとは、「地域共生社会」の実現に向けた取り組みのひとつであり、障害福祉サービス等事業所が同一の事業所において介護
保険サービスの指定を受ける場合の特例（指定基準等の緩和）を定めたものです。これにより、障害福祉と介護保険の両方のサービスを
受ける利用者や障害福祉サービス等から介護保険サービスに移行する利用者が同一事業所でサービスの提供を受けやすくなり、利用者の負
担が軽減するとともに、人材や施設など限られた資源の有効活用が推進されることが期待されます。

（注）「地域共生社会」とは、社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」とい
う関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えつながることで、住民一人ひとりの暮らし
と生きがい、地域をともに創っていく社会を目指すものです。

共生型サービスの種別

県・中核市指定

•共生型訪問介護
•共生型通所介護（定員19人以上）
•共生型（介護予防）短期入所生活介護

市町村指定

共生型地域密着型通所介護（定員18人以下）
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•共生型居宅介護、重度訪問介護
•共生型生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）
•共生型短期入所

障

害

介

護

群馬県指定

共生型児童発達支援、放課後等デイサービス



共生型サービスの種別一覧

種別 介護保険サービス 障害福祉サービス等 備考

ホームヘルプサービス 訪問介護
•居宅介護
•重度訪問介護

介護保険、障害福祉ともに共生型サービスがある。

デイサービス
通所介護

（地域密着型含む）

•生活介護
•自立訓練（機能訓練）
•自立訓練（生活訓練）
•児童発達支援
（重度心身障害児に係るものを除く。）
•放課後等デイサービス
（重度心身障害児に係るものを除く。）

介護保険、障害福祉ともに共生型サービスがある。

ショートステイ
短期入所生活介護
（介護予防含む）

短期入所 介護保険、障害福祉ともに共生型サービスがある。

多機能型サービス

小規模多機能型居宅介護（介護予防含む）

•【通い】生活介護
•自立訓練（機能訓練）
•自立訓練（生活訓練）
•児童発達支援
（重度心身障害児に係るものを除く。）
•放課後等デイサービス（重度心身障害児に係るも
のを除く。）
【泊まり】
•短期入所

介護保険サービス事業者が障害福祉サービス等の
指定を受ける場合のみ共生型サービスがある。

看護小規模多機能型居宅介護

•【通い】生活介護
•自立訓練（機能訓練）
•自立訓練（生活訓練）
•児童発達支援
（重度心身障害児に係るものを除く。）
•放課後等デイサービス
（重度心身障害児に係るものを除く。
【泊まり】
•短期入所

介護保険サービス事業者が障害福祉サービス等の
指定を受ける場合のみ共生型サービスがある。
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共生型サービスの指定申請等手続き（障害福祉サービス事業所が共生型介護保険サービス指定を受ける場合）

指定日
原則として各月1日

申請期限
原則として指定希望日の45日前まで

提出部数

2部（正・副）

申請窓口

各指定権者（県、中核市（前橋市、高崎市）または市町村（地域密着型サービスの場合）の介護保険担当課）

申請書類

•共生型訪問介護
•共生型通所介護
•共生型（介護予防）短期入所生活介護
（注）通常の指定申請と同じ。このほか、障害福祉サービス等の種別ごとに定められている付表を添付のこと。

留意事項

申請書類を作成する前に、上記申請窓口、または県、中核市の障害福祉担当課に事前相談をお願いします。
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https://www.pref.gunma.jp/page/2247.html
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共生型サービスの基準
共生型サービスの基準一覧

指定を受けている障害福祉サービス等 指定を受けようとする共生型サービス 基準の概要

•居宅介護
•重度訪問介護

共生型
訪問介護

【人員】
指定居宅介護又は重度訪問介護の事業所（以下「指定居宅介護事業所等」という。）の従業者数が、当該
サービスの利用者数を当該サービスと共生型訪問介護の利用者の合計数とした場合における指定居宅介護
事業所等として必要とされる数以上であること。
【その他】
共生型訪問介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定訪問介護事業所その他の関係施設
から必要な技術的支援を受けていること。

•生活介護
•自立訓練
（機能訓練）
•自立訓
（生活訓練）
•児童発達支援
（重度心身障害児に係るものを除く。）
•放課後
デイサービス
（重度心身障害児に係るものを除く。）

共生型
通所介護

【人員】
指定生活介護事業所、指定自立訓練（機能訓練）事業所、指定自立訓練（生活訓練）事業所、指定児童発
達支援事業所、指定放課後等デイサービス事業所（以下「指定生活介護事業所等」という。）の従業者数
が、当該サービスの利用者数を当該サービスと共生型通所介護の利用者の合計数とした場合における指定
生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。
【その他】
共生型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定通所介護事業所その他の関係施設
から必要な技術的支援を受けていること。

短期入所

共生型
短期入所
生活介護
（介護予防含む）

【設備】
指定短期入所事業所の居室面積を指定短期入所と共生型（介護予防）短期入所生活介護の利用者の合計数
で除した面積（利用者1人当たりの居室面積）が9.9平方メートル以上であること。
【人員】
指定短期入所事業所の従業者数が、当該サービスの利用者数を当該サービスと共生型（介護予防）短期入
所生活介護の利用者の合計数とした場合における指定短期入所事業所として必要とされる数以上であるこ
と。
【その他】
共生型（介護予防）短期入所生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定（介護予
防）短期入所生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

お問い合わせ先 健康福祉部介護高齢課居宅サービス係
〒371-8570前橋市大手町1-1-1
Tel：027-226-2574 11

https://www.pref.gunma.jp/soshiki/6.html
https://www.pref.gunma.jp/soshiki/60/


（参考）厚生労働省資料
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（参考）厚生労働省資料


